
条

例

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
七
号

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
中
「
救
護
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
に
接
す
る
業

務
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
附
則
第
三
項
」
を
「
附
則
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
を
附
則
第
八
項
と
し
、
附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
警
察
作
業
手
当
の
特

例
）
」
を
付
し
、
附
則
第
四
項
を
附
則
第
六
項
と
し
、
附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
災
害
応
急

作
業
等
手
当
の
特
例
）
」
を
付
し
、
附
則
第
二
項
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

（
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
の
特
例
）

⚓

職
員
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）

一

令 和 ２ 年
７月14日
（火曜日）

毎
週
火
・
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曜
日
発
行

○
条
例

一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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口
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税
賦
課
徴
収
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例
の
一
部
を
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す
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条
例
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過
疎
地
域
等
に
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特
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に
関
す
る
条
例
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一
部
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改
正
す
る
条
例
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…
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口
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手
数
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条
例
の
一
部
を
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す
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条
例
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…

山
口
県
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化
槽
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守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
単
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
か
ら
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
実
施
さ
れ
る
措
置
に
係
る
業
務
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き

は
、
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

⚔

前
項
の
手
当
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
三
千
円
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
の
身
体
に
接
触
す
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
者

に
長
時
間
に
わ
た
り
接
す
る
業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
千
円
）
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
及
び

第
四
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
の
内
払
）

⚒

改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
職
員
に
支
払
わ
れ
た
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
又
は
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
の
内

払
と
み
な
す
。

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
八
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
額
」
を
「
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控
除
額
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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た
だ
し
、
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
・
七
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
〇
・

七
本
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
、
第
二
号
イ
⑴
並
び
に
第
三
号
イ
⑴
及
び
ハ
⑴
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
十
第
二
項
中
「
令
和
二
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
十
三
第
四
項
第
一
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四

十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
、
同
条
」
を
「
、
同
条
第
一
項
」
に
、
「
又
は
同
条
」
を
「
又
は
同
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
五
項
各

号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第

四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
五
第
五
項
第
二
号
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
表
附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
項
及
び
同
条
第
三
項
の
表
附
則
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
ま
で
」
を

「
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
」
に
、
「
、
第
三
十
五
条
の
二
」
を
「
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
徴
収
猶
予
の
特
例
）

第
二
十
条

法
附
則
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
日
と
す
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

第
二
十
一
条

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。
次
条
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の
放
棄
（
次
項
に
お
い
て
「
払
戻
請
求
権
放
棄
」
と
い
う
。
）

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
し
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
そ
の
放
棄
を
し
た
日
の
属
す
る

年
中
に
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
の
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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る
。

⚒

前
項
に
規
定
す
る
放
棄
払
戻
請
求
権
相
当
額
と
は
、
同
項
の
納
税
義
務
者
が
そ
の
年
の
指
定
期
間
内
に
お
い
て
払
戻
請
求
権
放
棄
を
し
た
部
分
の
入
場
料
金
等
払

戻
請
求
権
の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
額
及
び
そ
の
放
棄
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
金
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
二
十
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
万
円
）
を
い
う
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
）

第
二
十
二
条

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
十
五
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
十
六
年
度
」
と
す
る
。

第
二
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
、
同
項
第
二
号
の
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
の
期
間
若
し
く
は
同
項
第
三
号
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
又
は

同
項
第
四
号
」
を
「
若
し
く
は
同
項
第
二
号
の
期
間
又
は
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
四
項
、
第
十
九
項
、
第
二
十
二
項
及
び
第
二
十
三
項
」
を
「
第
三
十
一
項
、
第
三
十
四
項
及
び
第
三
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
法
人
」
を
「
通
算
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
通
算
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
二
に
規
定

す
る
通
算
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
親
法
人
が
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結

所
得
の
金
額
」
を
「
同
法
第
二
編
第
一
章
第
一
節
第
十
一
款
第
一
目
の
規
定
そ
の
他
通
算
法
人
に
適
用
さ
れ
る
規
定
に
よ
る
法
人
税
の
所
得
の
金
額
若
し
く
は
欠
損
金

額
及
び
法
人
税
の
額
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
〇
・
七
グ
ラ
ム
」
を
「
一
グ
ラ
ム
」
に
、
「
〇
・
七
本
」
を
「
一
本
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
の
四
の
十
第
二
項
、
第
九
条
の
四
の
十
三
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で

及
び
第
九
条
の
五
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
二
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日

二

第
一
条
中
第
二
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定

並
び
に
附
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
二
十
条
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
項
の
規
定

令
和
三
年
一
月
一
日

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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三

第
二
条
中
第
六
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
八
項
の
規
定

令
和
三
年
十
月
一
日

四

第
二
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

令
和
四
年
四
月
一
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚒

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚓

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部

分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律

第
八
号
）
第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

「
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二
号
の
七
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
（
以
下
「
連
結
子
法
人
」
と
い
う
。
）
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
（
旧
法
人
税
法
第

十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

⚔

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前

に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
（
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度

が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
を
含
む
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴

収
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚕

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
を
除
く
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

⚖

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

は
、
改
正
前
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚗

令
和
二
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

⚘

令
和
三
年
十
月
一
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
九
号

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
改
正
後
の
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
、
第
五
条
第

四
号
又
は
第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
で
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
当
該
設
備
の
建
設
に
着
手
し
た
も
の
に
対

す
る
改
正
後
の
条
例
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
設
備
又
は
施
設
の
建
設
に
着
手
す
る
前
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県

税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
口
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
」
と
す
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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別
表
第
一
の
⚗
の
表
十
六
の
項
中
「
ブ
ル
セ
ラ
病
検
査
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
検
査
」
に
、
「
結
核
病
検
査
」
を
「
結
核
検
査
」
に
、
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
検

査
」
を
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査
」
に
、
「
豚
コ
レ
ラ
予
防
注
射
」
を
「
豚
熱
予
防
注
射
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
一
号

山
口
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
）

第
十
六
条
の
二

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
は
、
そ
の
事
業
所
に
置
く
浄
化
槽
管
理
士
に
対
し
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
関
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
向
上
を
図
る
た

め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山 口 県 報令和２年７月14日 火曜日 （号 外−31）
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令
和
二
年
七
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
七
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


